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設 計 業 務 委 託 仕 様 書

本仕様書は、（仮称）八女市立立花学園増築改修工事設計業務委託を行うにあたって必要

な事項等を示したものであり、設計業務の執行は、本仕様書、公共建築設計業務委託共通

仕様書、建築工事監理指針、公共建築工事標準仕様書【建築工事編】（国土交通省大臣官

房官庁営繕部監修）による。なお、本業務および工事については、国庫補助制度を活用する事

業とする。

Ⅰ．一般事項

（１）業務の概要

（仮称）八女市立立花学園の後期課程の増築工事および既存校舎の改修工事の設計業

務

ⅰ.業務名 （仮称）八女市立立花学園増築改修工事設計業務委託

ⅱ.履行場所 八女市立花町谷川１０５８番地

ⅲ.履行期間 契約締結日の翌日～令和９年７月３０日

ⅳ.敷地面積 約21,209.05㎡（うち、運動用地7,208.05㎡）

ⅴ.都市計画条件等

用途地域：都市計画区域内（近隣商業区域、第一種住居区域）

防火地域等： 凖防火地域、法第２２条区域

建ぺい率：８０％、６０％ 容積率：２００％

敷地の供給施設：上水道、浄化槽、プロパンガス、電力、電話線

埋蔵文化財：埋蔵文化包蔵地外 但し、試掘あり

※上記条件については、受託者において、再確認を行うこと

ⅵ.施設用途 教育施設（令和６年年国土交通省告示８号別添二第７号第１類）

ⅶ.増築施設

校舎棟（後期課程） 鉄筋コンクリ―ト造（又は鉄骨造）２階建て ３４００㎡程度

そ の 他 渡り廊下、外構（駐車場、通路など）

※構造については、工期および工事等を比較検討の上、決定する。

ⅷ．改修施設

既存校舎（前期課程）

■ 内部改修

設計の中で改修が必要となる部分（増築棟との取り合い室の改修、室用途の変

更等）は、必要に応じて内部改修設計を行うものとする。

なお、職員室の拡張、トイレ改修、照明 LED化、空調機器の更新、電話設備の更

新は必須とする。
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■外部改修 ※既存校舎の全面の外壁・防水改修工事

建 築 改修１棟

建築改修工事（外装の改修：吹付・防水・塗装・屋根 等）

外壁、軒裏、庇、屋根、ベランダ、外部建具等

その他工事（外装に付属するもので、劣化の激しい部分の補修）

樋、付属金物、配管、配線、設備 BOX、換気口、外部建具等

工 作 物 改修一式

建築改修工事及びその他工事に伴う外構改修工事

電気設備 改修一式

建築改修工事及びその他工事に伴う電気設備改修工事

機械設備 改修一式

建築改修工事及びその他工事に伴う機械設備改修工事

※近い将来、工事の必要性がある設備改修工事（電気・機械）において、

本工事と関連するものは、本工事のその他工事の対象とする。

ⅸ．給食施設

給食施設（給食室）は、通常５００食（災害時は１０００食）対応できるように、増

築校舎棟（または既存校舎）内に設計すること。

ⅹ.工事概要

建 築 新営建築新設工事、改修建築工事

電 気 新営電気設備工事、改修電気設備工事

機 械 新営機械設備工事、改修機械設備工事

そ の 他 外構工事 他

※別途設計により、既存プール解体工事を行うものとする。

（２）現況施設の概要

棟番号
建物

構造
階数

建設

年月

建物規模

（延床面積）
石綿分析 備 考

⑬教室管理棟 ＲＣ造 ２ S46.6 1,610㎡ 未調査 図面有

⑭教室棟 ＲＣ造 ２ S46.6 1,61３㎡ 一部調査済 図面有

⑮渡り廊下棟 ＲＣ造 ２ S46.6 415㎡ 未調査 図面有

⑯渡り廊下棟 ＲＣ造 ２ S46.6 63㎡ 未調査 図面有

⑱プロパン庫

ポンプ室

ＲＣ造 １ S46.6 13㎡ 未調査 図面有

⑳屋内運動場 ＲＣ造 ２ S47.12 ９９６㎡ 未調査 図面有

㉑ﾌﾟｰﾙ付属棟 Ｓ造 １ S54.3 53㎡ 調査済 図面有
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※石綿分析は内装・外壁の既存吹付塗材等の石綿含有調査を示す。

※⑭教室棟は、外装のみ調査済

（３）業務の範囲

その主たる業務は次の通りとし、十分な打ち合わせのもと設計を行うものとする。

ⅰ.基本設計

八女市教育委員会、学校関係者と十分に打ち合わせを行い、必要に応じ関係官庁及

び専門技術者と協議し基本設計を行う。

なお、学校のネットワーク関係はネットワーク担当者と十分協議を行うこと。

※校舎増築・既存校舎改修後に増築を想定している屋内運動場について、配置・規模、

動線計画などの基本計画（案）を併せて作成の上、基本設計を検討すること。

ⅱ.現地調査

受託者は設計業務の実施にあたり、現地調査を十分に行うこと。また、必要な場合

は受託者において敷地調査等を実施すること。なお、敷地調査は敷地調査共通仕様

書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）による。

なお、設計および確認申請手続きなどで、敷地測量が必要な場合は、直ちに担当者

に報告すること。（必要に応じて、委託者により別途負担する）

ⅲ.実施設計

・全体計画図

・増築工事・改修工事（平面図、立面図、断面図、詳細図、展開図等の設計図）

・電気、給排水衛生その他建築設備の設計図

・工事共通仕様書、特記仕様書

・構造計算書・検討書 ※改修工事については構造検討が必要な場合に限る

・地質調査

ⅳ.積算業務

・工事費積算明細書（工事別）

・数量計算書

・単価根拠資料（刊行物類写し、見積書、見積比較、代価表、市場単価調査）

㉑ﾌﾟｰﾙ付属棟 Ｓ造 １ S54.3 16㎡ 調査済 図面有

㉓倉庫 Ｓ造 １ H4.3 54㎡ 未調査 図面無

㉔職員ﾄｲﾚ W造 １ H9.8 9㎡ 未調査 図面有

㉕調理員ｼｬﾜ W造 １ H9.8 7㎡ 未調査 図面有

学童保育所 W造 １ H25．３ 150㎡ 未調査 図面有
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ⅴ.その他

・申請手続き（建築確認申請、省エネ法の届出等）

※建築確認申請については、原則、履行期間内での確認済証交付を要する。

ただし、履行期間内に確認済証交付が困難な場合は、履行期間内に所管行政庁へ

の申請を完了し、申請が正式に受理されたことをもって当該手続きの完了とみなす。

なお、履行期間終了後に交付される建築確認済証については、工事契約締結までに

受領し、受領後速やかに発注者に提出するものとし、審査に伴う補正等の協力義務

は済証受領まで継続するものとする。これに要する費用は本委託料に含まれる。

・色彩計画書（内装、外装の色など）および透視図（パース）

※景観条例の届出が必要な建築物の場合は、添付書類に準ずるものとする。

※透視図（パース）は、基本、外観とし、必要に応じて内観を作成する物とする。

なお、カット数は５～６カット程度とし、協議の上、決定する。

・維持保全資料

・協議記録書

・その他必要なもの（工期の算定書、材料や工法の比較検討書など）

（４）管理技術者の資格要件

管理技術者は１級建築士とし、かつ設計図書の設計内容を的確に掌握するとともに、

設計等についての高度な技術能力及び経験を有するものとする。

また、業務を遂行するにあたり、管理技術者以外の技術者（意匠、構造、電気、機械）に

ついて、適切な業務体制に努めること。

なお、管理技術者を除く技術者および協力事務所については、業務計画書に資格・実

績等を明記の上、担当者に承認を得ること。

※詳細な条件については、「公募型プロポーザル実施要領」を確認のこと。

（５）関連する法令、条例等の遵守

受託者は、設計業務の実施にあたっては、都市計画法、建築基準法、消防法、福岡

県条例、八女市条例等、大気汚染防止法、石綿障害予防規則、その他関係する法令及び

条例等を遵守しなければならない。

特殊な工法、材料等の使用を提案する場合の各法令上の手続き等、その解決は受託

者の責任において行う。

（６）適用基準等

受託者は、設計業務の実施にあたっては、指定された標準仕様書、並びに各種設計
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基準及び日本建築学会規準に基づいて行う。

（７）事前協議等

アスベスト含有建材の撤去が必要な際は、採用する施工方法について所轄行政機関

（労働基準監督署、保健福祉環境事務所等）と十分な事前協議を行い、工事を行う際に

問題が生じないように対応を行うものとする。

（８）関係官公庁への手続き等

受託者は、設計業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きに

関して、委託者の代理者として一切の届出申請業務を行わなければならない。受託者

が関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を委託者側担当係員（以

下「担当者」という）に報告し必要な協議を行うものとする。

（９）打合せ議事録

業務の実施にあたって、原則として下記の時期及び必要に応じて教育委員会及び学

校関係者、工事担当者と打合せを行う。なお、打合せ事項を議事録として書面（A4版）

にて提出する。

① 契約直後

② 現地調査後

③ 基本設計時

④ 建築・設備平面図、系統図、機器仕様書等の下図完了時

⑤ 積算着手前、積算完了時

⑥ 関係官公庁等との協議報告時

⑦ その他打合せを必要とするとき

（１０）現地調査・聞き取り調査

設計着手前には必ず現地調査を行うこと。また、基本設計時及び実施設計時には、

必要に応じて、関係者へ内容を説明し、聞き取り調査を行うこと。

調査の結果、障害物、公害関係及び設備関連事項等について問題が生じる恐れがあ

ると判断される場合は、担当者の指示を受けること。

なお、現地調査の結果、アスベスト分析調査が必要な場合は、直ちに担当者に報告す

ること。（サンプル採取および分析費用は委託者により別途負担する）

（１１）業務実績情報の登録の要否 要 ・ 不要

受注者は、公共建築設計情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」を登録する場合、

登録に先立ち、登録内容について調査職員の承諾を受けること。
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また、業務完了検査時には登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登

録（調査職員の押印済み）」を検査職員に提出し、確認を受け、業務完了後に速やかに登

録を行うこと。

（１２） 別途業務等との調整

委託された業務に関連する別途業務がある場合には、担当者の指示に従って適切

な調整を行い、設計内容に不備が生じないよう努めること。

※関連業務：八女市立立花小学校プール解体工事実施設計業務委託

八女市立立花小学校敷地測量業務委託 等

特に概略施工工程表の作成については、工事時期について十分に協議すること。

（１３） 給食関係者との協議

配置計画および厨房機器の選定にあたっては、学校側（栄養教諭、調理員等）及び

発注者（給食運用担当課）と十分に協議を行うこと。

なお、協議においては、メーカーカタログを提示するだけでなく、機器の構造、材質、

詳細寸法、操作性及びメンテナンススペース等が明確に判別できる詳細図（施工図レ

ベルの図面）や材質サンプル（見本）を提示し、運用者の理解を得た上で設計を進める

こと。

Ⅱ．業務内容

（１）工事共通仕様書

工事仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築

工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（最新版）」を適用する。ただし、必要がある

場合は補足説明書を作成することができる。

なお、改修工事の標準仕様書の場合、上記の標準仕様書を改修工事に読み替えるも

のとする。

（２）特記仕様書

様式については担当者と協議し作成する。

（３）材料・工法の指定

使用材料及び工法等については、原則として一般的に使用されるものとし、必要に応

じて市場調査を行い、JIS、JAS 等規格のあるものは、これによるものとする。なお、環

境に配慮し再生材等の使用や工法等の検討を行うこと。特許等のある工法、製品を使用
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する場合は、同等な工法、製品等を調査し、担当者と協議し、承諾を得て設計図に明示し

なければならない。

（４）実施設計図の作成

(ｱ)設計図は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事設計図書作成基準、建

築設備工事設計図書作成基準及び同解説（最新版）」等に基づくほか、各種法規、

条例等に準拠するものとする。

(ｲ)設計図はCAD入力を原則とし、図面電子データCD-ROM及び出力原図を提出

するものとする。

(ｳ)図面電子データについては、JWW形式を基本とする。それ以外の形式（DWG形

式等）については、JWW形式に変換し提出すること。なお、他の形式から JWW形

式に変換した場合は、元データと比較し、文字や線種、縮尺等に誤りがないことを

確認すること。

（５）内訳書

(ｱ)内訳書は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事積算基準」、「公共建

築設備工事積算基準」、「公共建築改修工事の積算マニュアル」に基づき作成する。

(ｲ)内訳書の書式及び作成方法については事前に担当者と協議し決定する。

(ｳ)積算にあたっては、誤記、脱落のないよう数量は正確に算出すること。

(ｱ)単価については、刊行物単価及びメーカー見積、積算基準による歩掛りによる単価

とする。

なお、刊行物単価について、複数刊行物に同単価の掲載がある場合は、比較検討

を行うこと。また、見積単価については、市場単価等を調査・確認・報告の上、適切

な単価を採用すること。

（６）見積書

専門業者、メーカー等の見積書は、原則３社以上で見積比較表を作成すること。

３社以上の見積徴収できない特殊な材料については、事前に採用について担当者と

十分協議を行うこと。

（７）維持保全計画書の作成

維持保全計画書の作成にあたっては、国土交通省大臣官房営繕部監修「建築物等

の利用に関する説明書作成の手引き」に基づき、建築物等が適正に使用及び保全さ

れるように、施設等を使用する際の基本的な使用方法や注意点など必要な内容を含

んだ計画書を作成こと。
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（８）地質調査

１．ボーリング

ボーリング方法 ：ロータリー式ノンコアボーリング

掘削孔の埋め戻し：現位置土による埋戻し

掘削位置 ：協議により決定する

掘削深さ、孔径、形状および参考地盤構成は下表による

土質凡例 粘土：シルト／粘土、レキ：レキ混じり土砂、玉石：玉石混じり土砂

掘削順序 打合せにて決定する

２. サウンディング

試験種別：標準貫入試験(JIS-A-1219)

試験を行う掘削位置及び深さはボーリングに同じ

測定間隔：1.0m 間隔

３. サンプリングおよび土質試験

乱れた試料採取 標準貫入試験による試料

土の粒度試験（フルイ） 10 ヶ所

試験位置 協議により決定する

液状化の検討（FL値及びPL値に基づく方法）

設計用水平加速度（150, 200, 350cm/s2） 協議により決定する

４. 報告書 その他

ボーリング柱状図および土質試験結果報告書、土質標本

なお、報告書は2部、電子データ（CD-R）とする。

Ⅲ．成果品

（１）本設計業務に伴う成果品は、別紙提出図書一覧を基本に担当者との協議による。

（２）成果品には、特定の製品名、製造所名またはこれらが推定されるような記載をしては

粘 土 レ キ 玉石・岩石
No. 1 1.0 3.0 8.0 

No. 2 1.0 3.0 8.0 

No. 3 1.0 3.0 8.0 

No. 4 1.0 3.0 8.0 

No. 5 1.0 3.0 8.0 

参考地盤構成(m)ボーリング
位置記号

掘削深さ
 (m)

孔径の形状
・寸法(mm)

12 66
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ならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ担当者と協議し承諾を得なけれ

ばならない。

（３）受託者は仕様書に規定がある場合または担当者が指示し、これに同意した場合は、履

行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行わなければならない。

（４）下記に示す資料等の提出期限は次の通りとする。記載のないものについては調査職

員の指示による。

①基本設計図、現地調査報告書 令和 年 月 旬頃（実施設計前）

②実施設計図（事前審査用） 令和 年 月 旬頃（積算着手前）

③見積業者一覧（事前審査用） 令和 年 月 旬頃（見積依頼時）

④内訳書、数量算出書（事前審査用） 令和 年 月 旬頃（単価入力時）

⑤概略施工工程表 令和８年１０月上旬頃

※関連工事の工事時期を考慮の上、工事時期を踏まえて作成のこと。

※改修工事時期については、学校側の引越し期間を考慮すること。

※令和１１年４月開校を目標設定の上、引越などの開校準備期間を踏まえて、

工期末日を設定すること。

⑥概算工事費（予算協議用） 令和８年１０月上旬頃

⑦監理業務費の参考見積（予算協議用） 令和８年１０月上旬頃

⑧積算用実施図面、積算資料一式 令和 年 月 旬頃

（積算単価に用いる刊行物や見積等は、提出日に近いものを用いること）

⑨中間成果品（R８年度分） 令和９年３月２０日まで

⑩工事費（予算協議用） 令和９年３月下旬頃

⑪概算工事費（屋内運動場） 令和 年 月 旬頃

⑫設計業務費の参考見積（屋内運動場） 令和 年 月 旬頃

Ⅳ．その他留意事項

（１）業務について疑問が生じた場合は、担当者と協議をおこない、業務の円滑な進捗を期

さなければならない。

（２）受託者は、本業務で知り得た事項並びに関連資料を、当該業務に関わる者以外に漏ら

してはならない。

（３）委託業務完了後、不明箇所等が生じた場合は、必要に応じて補足説明等の措置をとる

こと。担当者が求めた場合には、説明資料提出などの措置をとること。

（４）成果品納品時と工事発注時において採用単価の大きな変動が生じた場合は、工事発

注時に再度採用単価の確認修正を実施すること。
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V．指定基準

本業務を実施するにあたり、指定する仕様書及び基準等は下記に掲げる資料とする。

なお、「HP」と記載があるものは国土交通省等のホームページにおいて、その一部を

参照できる。

共 通

☑建築物等の利用に関する説明書作成の手引 （ 最新版 ） HP

☑建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説 （ 最新版 ） HP

☑公共建築工事積算基準 （ 最新版 ） HP

☑公共建築工事共通費積算基準 （ 最新版 ） HP

☑公共建築工事標準単価積算基準 （ 最新版 ） HP

☑公共建築工事積算基準等資料 （ 最新版 ） HP

☑公共建築改修工事の積算マニュアル

☑建築物解体工事共通仕様書 （ 最新版 ） HP

建 築

☑建築工事設計図書作成基準 （ 最新版 ） HP

☑建築工事設計図書作成基準の資料 （ 最新版 ） HP

☑敷地調査共通仕様書 （ 最新版 ） HP

☑公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （ 最新版 ） HP

☑公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （ 最新版 ） HP

☑公共建築木造工事標準仕様書（建築工事編） （ 最新版 ） HP

☑建築設計基準、建築構造基準 （ 最新版 ） HP

☑建築設計基準の資料 （ 最新版 ） HP

☑建築構造基準の資料 （ 最新版 ） HP

☑建築工事標準詳細図 （ 最新版 ） HP

☑構内舗装・排水設計基準 （ 最新版 ） HP

☑構内舗装・排水設計基準の資料 （ 最新版 ） HP

☑擁壁設計標準図 （ 最新版 ） HP

設 備

☑建築設備計画基準、建築設備設計基準 （ 最新版 ） HP

☑建築設備工事設計図書作成基準 （ 最新版 ） HP

☑公共建築工事標準仕様書（電気設備工事･機械設備工事）（ 最新版 ） HP

☑公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （ 最新版 ） HP

☑公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （ 最新版 ） HP

☑公共建築設備工事標準図（電気設備工事･機械設備工事）（ 最新版 ） HP
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☑雨水利用・排水再利用設備計画基準 （ 最新版 ） HP

☑建築設備耐震設計・施工指針

☑建築設備設計計算書作成の手引き

☑空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン

積 算

☑公共建築数量積算基準 （ 最新版 ） HP

☑公共建築設備数量積算基準 （ 最新版 ） HP

☑公共建築工事内訳書標準書式 （ 最新版 ） HP

☑公共建築工事見積標準書式 （ 最新版 ） HP

Ⅵ．参考資料

本業務を実施するにあたり、文部科学省監修の以下に掲げる資料を参考するものと

する。なお、「HP」と記載があるものは文部科学省等のホームページにおいて、その一

部を参照できる。

厚生労働省

☑石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル （ 最新版 ） HP

国土交通省

☑建築物石綿含有建材調査マニュアル （ 最新版 ） HP

☑石綿含有建材データベース （ 最新版 ） HP

文部科学省

☑学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック （ 最新版 ） HP

☑学校施設の非構造部材の耐震対策事例集 （ 最新版 ） HP

☑学校施設の長寿命化改修の手引き （ 最新版 ） HP
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Ⅶ．貸出資料

本業務を実施するにあたり、現況の校舎建設時の資料を貸し出すものとする。なお、

その他に貸出しを希望する資料がある場合は、担当者と協議を行うこと。

（※光友小学校は、立花小学校の旧名）

・本仕様書の平面図 ＣＡＤデータ

・八女市立花校区小中学校整備計画基本計画

・光友小学校新築工事 A１製本

・光友小学校体育館新築工事 A１製本

・光友小学校給食室改修工事 A１製本

・光友小学合併処理浄化槽設置工事 A１製本

・H２１年 光友小学校大規模改修工事 Ａ３製本

・Ｈ１８年 光友小学校耐震診断報告書 Ａ３綴り

・H25年 八女市立小中学校普通教室空調設置工事 A1製本 CAD図一部あり

・R2年 八女市立小学校特別教室空調設置工事 A1製本 CAD図あり
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Ⅷ．支払いについて

１．本業務は、令和８年度から令和９年度にわたる債務負担行為に基づく継続事業

であり、八女市業務委託契約約款（以下「約款」という。）第３８条の規定に基づき、

業務の完了に先立って引渡しを受けるべき「指定部分」を次のとおり定める。

（１）令和８年度指定部分：

基本設計業務の全額、地質調査業務の全額、および実施設計業務の１００分の

３０に相当する部分

※実施設計業務の中間成果物については、着手後速やかに協議を行い、図面・

計算書等の範囲を別途指示するものとする。

（２）令和９年度残余部分：

実施設計業務の１００分の７０に相当する部分（本業務の全完了）

２．令和８年度の指定部分に係る業務の履行期限は、令和９年３月２０日迄とする。

３．受託者は、令和８年度の指定部分に係る業務を完了したときは、約款第３２条の

規定に基づき、速やかに委託者へ通知し、当該年度末（３月３１日）までに検査を

受けなければならない。

４．令和８年度における部分引渡しに係る業務委託料の支払額は、指定部分に相応

する額（基本設計、地質調査、および実施設計の１００分の３０の合算額）とする。

ただし、各年度の支払額は契約書に記載の支払限度額を超えないものとする。

５．令和９年度における最終の支払額は、業務委託料の総額から、既済部分として

支払われた額を控除した額とする。

６．受託者は、約款第３５条第１項の規定に基づき前払金の支払を請求しようとする

ときは、各年度の支払限度額を、約款第３５条第１項に規定する業務委託料とみ

なして請求するものとする。なお、受託者が請求できる前払金の額は、各年度の

支払限度額の１０分の３以内とする。



別紙

サイズ 部数 提出形式 摘　　要

　重要事項証明 ※契約前 A4 2部 　建築士法第24条の7による 

　着手届・業務工程表 ※契約後7日以内 A4 1部 　経歴書、資格証、担当者雇用確認書類を含む

　委託者に交付する書類 ※契約後7日以内 A4 1部 　建築士法第24条の8による

　業務計画書 A4 1部 ファイル（A4）
　意匠・構造・電気・機械の業務担当者や協力事務所の
　資格や実績。資格証の写し添付

　現地調査報告書 A4 1部 ファイル（A4） 　Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ形式　電子データ（CD-ROM）共

　聞き取り調査報告書 A4 1部 ファイル（A4） 　Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ形式　電子データ（CD-ROM）共

　設計図原図 A1 1部 　JWW及びPDF形式　※電子データ（CD-ROM）共

　設計図 A1 3部 図面ケース 　工事契約用、公開用

　設計図（縮小版） A3 2部 ファイル（A4） 　表紙、背表紙文字入れ（片袖折り）

　設計図製本（A3縮小版） 3部 製本 　表紙文字入れ（二つ折り） 

　構造計算書 A4 1部 ファイル（A4） 　表紙、背表紙文字入れ

　内訳明細書（各工事別） A4 2部 ファイル（A4）
　Excel形式　電子データー（CD-ROM）共
　項目毎に価格根拠・根拠番号（見積比較表参照番号・
　積算数量算出書参照番号）等を表示

　代価表（各工事別） A4 1部 ファイル（A4）
　Excel形式　電子データー（CD-ROM）共
　項目毎に価格根拠・根拠番号（公共建築工事設計基準の
　参照頁等）等を表示

　見積比較表（各工事別） A4 1部 ファイル（A4）
　Excel形式　電子データー（CD-ROM）共
　3社以上比較し、項目毎に根拠番号（見積書参照番号等）
を表示

　刊行物単価比較表（各工事別） A4 1部 ファイル（A4）
　Excel形式　電子データー（CD-ROM）共
　※複数の刊行物があるため、単価を確認すること。

　単価根拠資料（各工事別） A4 1部 ファイル（A4）
　刊行物類写し、見積書、見積依頼書　等
　分界紙、付箋、一覧表等でわかりやすく表示する。
　見積有効期限等詳細は担当者の指示による。

　採用単価説明書（各工事別） A4 1部 ファイル（A4）
・見積単価の掛け率のための市場価格調査
・見積書３社未満である理由説明書
・刊行物単価でなく、見積単価を採用した理由説明書　　等　

　積算数量算出書（各工事別） A4 1部 ファイル（A4）
Excel形式　電子データー（CD-ROM）共
項目毎に積算数量算出図面参照番号等を表示

　概略施工工程表 A4 1部 ファイル（A4） 　Excel形式　電子データー（CD-ROM）共

　維持保全計画書 A4 1部 ファイル（A4） 　Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ形式　電子データ（CD-ROM）共

　打合せ議事録 A4 1部 ファイル（A4） 　Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ形式　電子データ（CD-ROM）共

　各関連法令に伴う申請届け出関係図書 A4 3部 ファイル（A4） 　正1、副1、控1

　埋蔵文化財の有無の確認資料 A4 1部 　掘削がある場合（埋蔵文化財包蔵地の内外関係なし）

　埋蔵文化財発掘の届出 ※工事60日前まで A4 2部 　届出が必要な場合（正・副）

　改修割合算定表・根拠計算表 ※補助事業の場合 A4 1部 ファイル（A4） 　Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ形式　電子データ（CD-ROM）共

　使用材料及び工法の検討書 A4 1部 ファイル（A4） 　Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ形式　電子データ（CD-ROM）共

　仮設計画及び工区計画案等 A4 1部 ファイル（A4） 　居ながら工事の場合、JWW及びPDF形式

　完了届 A4 1部

　その他 A4 1部 ファイル（A4） 　Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ形式　電子データ（CD-ROM）共

実施設計業務に伴う提出図書一覧

提　　出　　図　　書

※図面電子データについては、JWW形式を基本とする。それ以外の形式（DWG形式等）は、変換ソフト等を使用しJWW形式に直すこと。
　 尚、他の形式からJWW形式に変換した場合は、元データと比較し文字や線種、縮尺等に誤りがないことを確認した後に提出すること。
※図面の元データがJWW形式の場合は、環境設定ファイル（線色・線幅の設定等）を電子データで提出のこと。
※電子データ（CD-ROM）は２部提出の上、その内１部はファイル（A４）に綴じること。
※工事発注に際しては電子データで図面及び金額抜き内訳書を配布するため、PDF形式にて上記提出図書とは別に提出を求める。
　その際の、PDF形式のセキュリティ設定及び部数等については担当者と打合せにより決定する。

※ ファイルとは背巾伸縮ファイルにて整理し提出することを示す。
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